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個人債務者の私的整理に関するガイドラインの利用の促進について 
 
 
 「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」（平成 23 年 7 月 15 日個人債務者

の私的整理に関するガイドライン研究会決定。以下「ガイドライン」という。）に   

ついては、金融庁から金融機関に対して、「いわゆる二重債務問題に係る被災者支援

の促進について（平成 24 年 7 月 24 日付金監第 1894 号）」において、「債務者の状況

を一層きめ細かく把握し、当該債務者に対して、ガイドライン利用のメリットや効果

等を丁寧に説明し、当該債務者の状況に応じて、ガイドラインの利用を積極的に勧め

る」よう要請したところであるが、依然として、ガイドラインの周知等の取組が十分

ではないのではないかといった指摘がなされているところである。 
ついては、ガイドラインの利用促進のため、地方公共団体等の関係団体等と連携し

た取組等を通じて、より一層ガイドラインの周知に努めるとともに、下記の点につき、

対応の徹底を図られたい。 
 

記 
 
１．債務者の状況を一層きめ細かく把握し、当該債務者に対し、次の点も含め、一般

社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会（以下「運営委員会」という。）

と当局が共同で作成したパンフレット等を活用し、ガイドライン利用のメリットや

効果等を営業の第一線において丁寧に説明すること 
  ・自由財産たる現預金は、500 万円（目安）まで手元に残すことができること 
  ・東日本大震災関連義捐金等は、上記 500 万円とは別に手元に残すことができる

こと 
  ・ガイドラインの利用において、運営委員会に登録された弁護士に係る費用につ

いては国が全額補助をしており、当該債務者の負担は生じないこと 
 
２．ガイドラインを利用すれば、生活の早期再建が図られる債務者も存在すると考え

られるので、元本返済猶予等の貸付条件の変更を行っている債務者を除外すること

なく、当該債務者にもあらためて利用を提案するなど、ガイドラインの利用を積極

的に勧めること 
 
３．ガイドラインに基づく弁済計画案が提示された場合には、出来る限り迅速に当該

計画案に関する判断を行うこと  
以上 


